
（平成２３～２５年度支援） 
原状回復事業事例：千葉県千葉市混合廃棄物事案 

事 案 の 類 型 中間処分場における過剰保管事案 

事 案 の 場 所 千葉県千葉市 

行 為 者 
千葉県千葉市 Ａ社 、代表取締役 Ｂ 、前代表取締役 Ｃ 、 

取締役   Ｄ 、実質的経営者 Ｅ 

規 模 及 び 種 類 

投棄面積； ６，３１９ｍ２   投棄量； 約５４，０００ｍ３ 

廃プラ、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、

がれき類 等 

支 障 の お そ れ 
現に、高濃度のメタンガス及び硫化水素ガスが発生し、また、廃棄物

の崩落等が生じるおそれがある。 

対 策 工 の 概 要 

崩落防止対策として、高さの切り下げ、法面整形等を行うとともに飛

散防止対策として覆土工や緑化工を行う。また、発生ガス対策として、

遮水工や排水設備の設置を行うとともにガス抜き管を設置する。 

除去した廃棄物

の 種 類 及 び 量 

可燃物    ２，１２０．９３ｔ 

不燃物    ５，５０６．５１ｔ 

 計     ７，６２７．４４ｔ 

代 執 行 費 用 ６０５，３４８，１８４円 

支 援 対 象 額 ４７８，４９０，０５０円 

支援した資金額 ３５８，８６６，０００円 

 

   

代執行前 



【事案概要】 

行為者Ａ社は、平成１３年６月に中間処理業の許可を取得し産業廃棄物処理業を営むもの

の、平成１４年１０月には多量の廃棄物を保管するに至った。以降、市は、報告書の徴収、

立入検査の実施、指導票の交付等指導に取り組んできたものの改善には至らなかった。この

ため、市は、平成１７年１１月、改善命令の発出、また、平成１８年８月には産業廃棄物処

分の許可取消処分を行った。 

平成２１年度、市が支障状況の調査を行ったところ、ボーリング孔内において硫化水素が

８，０００～１３，０００ppm、メタンガスが７～１６％で発生していることが確認された。

また、廃棄物の山は高さ約１８ｍ、急勾配であることから崩落を生じるおそれがあった。 

このため、市は平成２２年９月、Ａ社及び３者へ措置命令を発出したが、これが履行され

なかったため行政代執行により支障の除去を行った。 

また、市が当該事案に係る排出事業者２８９者を調査・指導した結果、１２８者が自主撤

去等に応じ、１４者に措置命令を発出（うち、７者は措置命令を履行）するに至った。 

 

代執行後 


